
平成２２年度 第１７回人事委員会会議結果

１ 開催日時

平成２２年１１月３０日（火）午前１０時００分～午後０時１５分

２ 開催場所

人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階）

３ 出 席 者

【人事委員】

委 員 長 曽 我 紀 厚

委 員 髙 橋 敬 一

委 員 中 原 都

【事務局職員】

事務局長 西 山 秀 雄 次 長 加 賀 田 啓

任用課長 西 尾 孝 之 給与課長 稲 田 将

副 主 幹 懸 樋 順 一 副 主 幹 新 高 謙 一

副 主 幹 川 口 豊 長

【傍 聴 者】 なし

４ 議 題

議案第１号 条例改正に対する本委員会の意見について

議案第２号 人事委員会告示の一部改正について

議案第３号 人事委員会規則の一部改正について

報告第１号 平成２２年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ｂ）の採用候補者について

報告第２号 平成２２年度鳥取県職員採用試験（高校卒業程度（警察事務））の採用候補者につ

いて

報告第３号 平成２２年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）【保健師（警察職員）】の採用

候補者について

協議等事項

（１）11/25総務教育常任委員会報告事項等（人事企画課）について

（２）公民比較における役付対応関係の見直し等に関する論点整理案等について

５ 会議の公開・非公開

報告第１号から報告第３号まで及び協議等事項を非公開とした。

６ 議 事



（１）議案第１号

条例改正に対する本委員会の意見について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

【説 明】

人事委員会の勧告を受けて任命権者が条例改正を行うもの。これに対して本委員会の意見を求め

られているが、勧告を反映させる改正であり、異議ない旨回答しようとするものである。

【質 疑】

委 員

給与条例改正案に対する常任委員会での鉄永議員の懸念（12月期末手当の改定は遡りではないかと

いう点）は理解できる。

ボーナスは昨年夏から今年夏までの間の支給月数を調査して年間で合わせるものだが、１年前の

データを見てボーナスの支給月数を決めるのは、民間の感覚では違和感を感じるのかもしれない。

（２）議案第２号

人事委員会告示の一部改正について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

【説 明】

① 告示の名称

選考により採用又は昇任させる職について

② 改正概要

生態系環境技術の職は、本県施策を推進するための研究を行う上で必要であるが、この分野の

専門的知識を持つ研究者が全国でも少ないこと、またこの分野の研究は専門性が高く能力の検証

を試験で行うことが困難であることから、採用にあたり競争試験によることが困難であるため、

「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要するもの」とし

て定めようとするもの。

【質 疑】

委 員

これまでこういった職の採用については、競争試験を実施していたのか。

事務局

競争試験でそういった専門職を採用していたのではなく、例えば化学などの分野で採用した人を

育成して業務に従事させていた。しかし、当該業務を専門的に行う高度な知識を有した職員を採用

したいということで、今回選考によろうとするものである。

委 員

そのほかの職を見てみると、資格を必要とする職が多いようだが、今回の職には資格は特に規定

されていないが、その点についてはどうか。

事務局

告示にある職で、これまでも電子工学技術の職であるとか、生物工学技術の職であるとか、産業

技術センターの研究員として採用している専門的な職もある。

委 員



今回の改正については特に意見はないが、逆に、現在選考によるものとされているものの中に、

競争試験を行うほうがよいものはないのか。

事務局

選考によるものとしているのは、専門性もあるが、毎年必ず採用があるかどうか分からないため、

選考によった方が採用者を確保できるという観点も考慮してある。

現在選考によるものとしているが、逆に競争試験にしたほうがよいというご意見がある職につい

ては、検討して見直していきたい。

（３）議案第３号

人事委員会規則の一部改正について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

【説 明】

① 規則の名称

管理職員等の範囲を定める規則

② 改正概要

試験船おしどりの船長は管理職員等としない。

【質 疑】

委 員

部下となる船員がいないとのことだが、おしどりの船員は、将来も１人か。今後、部下となる船員

が乗船することとなり、船長は管理職的立場になることはないのか。

事務局

任命権者からは、おしどりの船長は将来的にも該当しないと聞いている。

（４）報告第１号

平成２２年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ｂ）の採用候補者について、事務局が説明した。

【説 明】

第２次試験は警察本部が実施した。本日発表予定である。

① 実施結果

職 種
公告時採用

予定者数

申込

者数

第１次試験

受験者数

第１次試験

合格者数

第２次試験

受験者数

採 用

候補者数

受 験

競争率

(A) (B) (A/B)
警察官

（男性）

名程度

２９

名

１８６

名

１６９

名

１０１

名

９７

名

３４

倍

５．０

警察官

（女性）
２ ２２ １８ ８ ６ ４ ４．５

合計 ３１ ２０８ １８７ １０９ １０３ ３８ ４．９

② 試験日程

試 験 日 ９月１９日（日） 

試 験 会 場
鳥取会場：鳥取大学共通教育棟

米子会場：米子コンベンションセンター会議室

第
１
次
試
験 試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、作文試験



合格者発表日 １０月１日（金） 
試 験 日 １１月１日（月）、２日（火） 
試 験 会 場 県庁第２庁舎、県警察本部庁舎及び県警察学校

試 験 種 目 人物試験（個別面接）、適性検査、身体検査、体力検査

第
２
次
試
験 採用候補者発表日 １１月３０日（火） 

  ※第１次試験で実施した作文試験の評価は第２次試験で実施（第１次試験合格者のみ採点） 

（５）報告第２号 

平成２２年度鳥取県職員採用試験（高校卒業程度（警察事務））の採用候補者について、事務局

が説明した。 

 

【説 明】 

 第２次試験は警察本部が実施した。本日発表予定である。 

① 実施結果 

職 種 

公告時

採用予

定者数 

申込

者数 

第１次試験

受験者数 

第１次試験 

合格者数 

第２次試験 

受験者数 

採  用 

候補者数 

受 験

競争率 

(A) (B) (A/B)

警察事務

名程度

５

名

138（69）

名

１０８(５３)

名

２５（１１）

名

１７（７）

名

９（７）

倍

１２．０

※表中の（ ）は女性の内数。 

② 試験日程 

試 験 日 ９月２６日（日） 

試 験 会 場
鳥取会場：鳥取大学共通教育棟

米子会場：鳥取大学医学部講義・実習棟

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、作文試験

第
１
次
試
験

合格者発表日 １０月１日（金） 
試 験 日 １１月８日（月） 
試 験 会 場 県警察本部庁舎会議室

試 験 種 目 人物試験（個別面接）、適性検査、身体検査

第
２
次
試
験 採用候補者発表日 １１月３０日（火） 

  ※第１次試験で実施した作文試験の評価は第２次試験で実施（第１次試験合格者のみ採点） 

 

（６）報告第３号 

平成２２年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）【保健師（警察職員）】の採用候補者につい

て、事務局が説明した。 

 

【説 明】 

 第２次試験は警察本部が実施した。本日発表予定である。 

① 実施結果 

職 種 

公告時

採用予

定者数 

申込

者数 

第１次試験

受験者数 

第１次試験 

合格者数 

第２次試験 

受験者数 

採  用 

候補者数 

受 験

競争率 

(A) (B) (A/B)



保健師

(警察職員)

名程度

１

名

１５（１５）

名

１２(１２)

名

４（ ４）

名

４（ ４）

名

１（ 1）

倍

１２．０

※表中の（ ）は女性の内数。

② 試験日程

試 験 日 ９月１９日（日） 
試 験 会 場 鳥取大学共通教育棟

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、専門試験（多肢選択式）

第
１
次
試
験 合格者発表日 １０月７日（木） 

試 験 日 １０月２９日（金） 
試 験 会 場 県警察本部庁舎会議室

試 験 種 目 論文試験、人物試験（個別面接）、適性検査、身体検査

第
２
次
試
験 採用候補者発表日 １１月３０日（火） 

（７）協議等事項

①11/25総務教育常任委員会報告事項等（人事企画課）について

②公民比較における役付対応関係の見直し等に関する論点整理案等について

【説 明】

①及び②について事務局が説明し、協議した。

７ 次回の人事委員会の開催

平成２２年１２月１７日（金）午後３時から開催することとした。


